
 

○写
令
和
七
年 

第
三
回 

議
会
定
例
会 

 
 

 
 

令
和
七
年
八
月
二
十
五
日
（
月
） 

      

日
南
串
間
広
域
不
燃
物
処
理
組
合
議
会
会
議
録 

 

 

   
日
南
串
間
広
域
不
燃
物
処
理
組
合
議
会



－１－ 
 

 

○写
日
南
串
間
広
域
不
燃
物
処
理
組
合
告
示
第
五
号 

   

 
 

令
和
七
年
第
三
回
日
南
串
間
広
域
不
燃
物
処
理
組
合
議
会
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

  
 

 
 

令
和
七
年
八
月
十
二
日 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

日
南
串
間
広
域
不
燃
物
処
理
組
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

管
理
者 

 

髙
橋 

透 
 

 
 

   

一
、
招
集
の
期
日 

令
和
七
年
八
月
二
十
五
日
（
月
）
午
後
三
時
〇
〇
分 

 

開
会 

 

二
、
招
集
の
場
所 

日
南
串
間
広
域
不
燃
物
処
理
組
合
黒
潮
環
境
セ
ン
タ
ー
「
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
」
二
階
会
議
室 



－３－ 
 

令
和
七
年
第
三
回
日
南
串
間
広
域
不
燃
物
処
理
組
合
議
会
定
例
会
会
議
録
索
引 

 
会
期
及
び
会
期
日
程 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
 

 

七 

付
議
事
件
名
及
び
審
議
結
果 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
 

 

八 

 

八
月
二
十
五
日
（
月
曜
日
） 

議
事
日
程
第
一
号 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
 

十
一 

本
日
の
会
議
に
付
し
た
事
件 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
 

十
一 

出
席
議
員 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
 

十
一 

欠
席
議
員 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
 

十
一 

説
明
の
た
め
に
出
席
し
た
者 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
 

十
一 

議
会
事
務
局
職
員
出
席
者 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
 

十
二 

 

開 
 

会
（
開
議
） 

日
程
第
一 

 

行
政
報
告 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
 

十
二 

日
程
第
二 

 

会
議
録
署
名
議
員
指
名
の
件 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
 

十
二 

日
程
第
三 

 

会
期
決
定
の
件 

 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
 

十
二 

日
程
第
四 

 

認
定
第
一
号 

提
案
理
由
の
説
明
、
質
疑
、
討
論
、
採
決 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
 

十
二 

日
程
第
五 

 

議
案
第
七
号 

提
案
理
由
の
説
明
、
質
疑
、
討
論
、
採
決 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
 

十
四 

日
程
第
六 
 

議
案
第
八
号 

提
案
理
由
の
説
明
、
質
疑
、
討
論
、
採
決 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
 

十
四 

日
程
第
七 

 

一
般
質
問 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
 

十
四 

 

閉 
 

会 
 



 

 

            令

和

七

年 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

会

期

及

び

会

期

日

程 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

日
南
串
間
広
域
不
燃
物
処
理
組
合
議
会
定
例
会 

第 

三 

回 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

付
議
事
件
名
及
び
審
議
結
果 

 

              

            



－７－ 
 

 
会
期
及
び
会
期
日
程 

 

一
、
会 

 
期 

 
令
和
七
年
八
月
二
十
五
日
（
月
曜
日
）
一
日
間 

 

二
、
会
期
日
程 

        

          

                  

      

八
月
二
十
五
日 

 
 

月 

日 

月 

曜 
日 

本
会
議 

 
 

種 

別 

  

午
後
二
時
四
十
八
分
開
会
（
開
議
） 

 

行
政
報
告 

会
議
録
署
名
議
員
指
名
の
件 

 

会
期
決
定
の
件 

 
認
定
第
一
号 

 

議
案
の
審
議 

 

一
般
質
問 

 
 

 
 

 
 

 
 

内 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

容 



－７－ 
 

－８－ 

三
、
付
議
事
件
名
及
び
審
議
結
果 

          
 

    

議
案

第
八
号 

議
案

第
七
号 

認
定

第
一
号 

議

案

番

号 

日
南
串
間
広
域
不
燃
物
処
理
組
合
公
平
委
員
会
の
委
員
の
選
任
に
つ
い
て 

令
和
七
年
度
日
南
串
間
広
域
不
燃
物
処
理
組
合
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
） 

令
和
六
年
度
日
南
串
間
広
域
不
燃
物
処
理
組
合
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て 

 

件 
 

 
 

 
 

 
 

名 

八
月
二
十
五
日 

原
案
同
意 

八
月
二
十
五
日 

原
案
可
決 

八
月
二
十
五
日 

原
案
認
定 

議 

決 

内 

容 



 
 

 

     
八
月
二
十
五
日
（
月
）
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議
事
日
程
第
一
号 

令
和
七
年
八
月
二
十
五
日
（
月
） 

 
 

午
後
二
時
四
十
八
分 

開
会
（
開 

議
） 

 

日
程
第
一 

 

行
政
報
告 

日
程
第
二 

 

会
議
録
署
名
議
員
指
名
の
件 

日
程
第
三 

 

会
期
決
定
の
件 

日
程
第
四 

 

認
定
第
一
号 

令
和
六
年
度
日
南
串
間
広
域
不
燃
物
処
理
組
合
一
般
会

計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て 

日
程
第
五 

 

議
案
第
七
号 

令
和
七
年
度
日
南
串
間
広
域
不
燃
物
処
理
組
合
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
一
号
） 

日
程
第
六 

 

議
案
第
八
号 

日
南
串
間
広
域
不
燃
物
処
理
組
合
公
平
委
員
会
の
委
員

の
選
任
に
つ
い
て 

日
程
第
七 

 

一
般
質
問 

  

本
日
の
会
議
に
付
し
た
事
件 

 

行
政
報
告 

会
議
録
署
名
議
員
指
名
の
件 

会
期
決
定
の
件 

認
定
第
一
号 

令
和
六
年
度
日
南
串
間
広
域
不
燃
物
処
理
組
合
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決

算
の
認
定
に
つ
い
て 

議
案
第
七
号 

令
和
七
年
度
日
南
串
間
広
域
不
燃
物
処
理
組
合
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

一
号
） 

議
案
第
八
号 

日
南
串
間
広
域
不
燃
物
処
理
組
合
公
平
委
員
会
の
委
員
の
選
任
に
つ
い

て 

  

出
席
議
員
（
十
二
名
） 

                   

七

 

番 

六

 

番 

五  
 

番 

三

 

番 

二

 

番 

一

番 

坂

元

啓

一

君

 

谷

口

慎

二

君

 

北
川 

浩
一
郎
君

 

小

玉

弘

明

君

 

柿

原

聡

子

君

 

平

 

剛

典

君

 

十

三

番 

十

二

番 

十

一

番 

十

番 

九

番 

八

 

番 

岩

下

幸

良

君 

井

手

明

人

君 

川

﨑

千

穂

君 

堀

 
 

透

君 

鈴

木

博

也

君 

安

竹

 

博

君 
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説
明
の
た
め
に
出
席
し
た
者 

 

議
会
事
務
局
職
員
出
席
者 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

※
開 

 

会  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

＝
開
会 

午
後
二
時
四
十
八
分
＝ 

議
長
（
川
﨑 

千
穂
君
） 

そ
れ
で
は
、
定
刻
前
で
は
あ
り
ま
す
が
、
お
揃
い
で
す
の
で

開
会
い
た
し
ま
す
。 

 

た
だ
い
ま
ま
で
の
出
席
議
員
は
、
十
二
名
で
あ
り
ま
す
。
定
足
数
に
達
し
て
お
り
ま
す

の
で
、
こ
れ
よ
り
令
和
七
年
第
三
回
日
南
串
間
広
域
不
燃
物
処
理
組
合
議
会
定
例
会
を
開

会
い
た
し
ま
す
。 

 

※
開 

 

議 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       
 

 
 

 
 

 

＝
開
議 

午
後
二
時
四
十
八
分
＝ 

議
長
（
川
﨑 

千
穂
君
） 

こ
れ
よ
り
直
ち
に
本
日
の
会
議
を
開
き
ま
す
。 

本
日
の
会
議
は
、
お
手
元
に
配
付
し
て
お
り
ま
す
議
事
日
程
第
一
号
に
よ
り
進
め
る
こ

と
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

※
日
程
第
一 

行
政
報
告 

議
長
（
川
﨑 

千
穂
君
） 

日
程
第
一 

行
政
報
告
で
あ
り
ま
す
。
管
理
者
の
報
告
を
許

し
ま
す
。 

管
理
者
（
髙
橋 

透
君
） 

管
理
者
。 

 

議
長
（
川
﨑 

千
穂
君
） 

管
理
者
。 

管
理
者
（
髙
橋 

透
君
） 

そ
れ
で
は
、
行
政
報
告
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

令
和
七
年
第
四
回
日
南
市
議
会
臨
時
会
に
お
き
ま
し
て
、
選
任
の
同
意
を
い
た
だ
い
た

野
田 
忍
氏
が
、
六
月
九
日
付
け
で
、
日
南
市
副
市
長
に
就
任
さ
れ
ま
し
た
。 

同
日
、
組
合
規
約
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
組
合
の
副
管
理
者
に
選
任
し
ま

し
た
の
で
、
ご
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。 

会
計
管
理
者 

代
表
監
査
委
員 

公
平
委
員
長 

副
管
理
者 

副
管
理
者 

管

理

者 
日

高

久

里

子

君 

蛯

原

浩

身

君 

瀬

口

俊

郎

君 

野

田

 
忍

君 

島

田

俊

光

君 

髙

橋

 

透

君 

 

総
務
係
主
査 

施

設

管

理

係

主

査 

施
設
管
理
係
長 

次
長
兼
総
務
係
長 

局

長 

 

徳

井

貴

洋

君 

小

川

晃

弘

君 

阿

久

井

豊

君 

田

村

直

彦

君 

伊

知

地

康

三

君 
 

局

長 

伊

知

地

康

三

君 

書

記 

田

村

直

彦

君

 

 

 

 

 

 

 



-13- 
 

議
長
（
川
﨑 

千
穂
君
） 

以
上
で
、
行
政
報
告
を
終
わ
り
ま
す
。 

  ※
日
程
第
二 
会
議
録
署
名
議
員
指
名
の
件 

議
長
（
川
﨑 

千
穂
君
） 

日
程
第
二 

会
議
録
署
名
議
員
指
名
の
件
で
あ
り
ま
す
。 

会
議
規
則
第
八
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
議
長
に
お
い
て
指
名
い
た
し
ま
す
。 

署
名
議
員
に
、
三
番 

小
玉 
弘
明
議
員
、
五
番 

北
川 

浩
一
郎
議
員
の
両
名
を
指

名
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

※
日
程
第
三 

会
期
決
定
の
件 

議
長
（
川
﨑 

千
穂
君
） 

次
に
、
日
程
第
三 

会
期
決
定
の
件
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。
本
定
例
会
の
会
期
は
、
お
手
元
に
配
付
し
て
お
り
ま
す
、
会
期

日
程
表
の
と
お
り
、
本
日
一
日
間
と
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
に
ご
異
議
ご
ざ
い
ま

せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
川
﨑 

千
穂
君
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

よ
っ
て
、
本
定
例
会
の
会
期
は
、
本
日
一
日
間
と
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

※
日
程
第
四 

認
定
第
一
号 

議
長
（
川
﨑 

千
穂
君
） 

次
に
、
日
程
第
四 

認
定
第
一
号 

令
和
六
年
度
日
南
串
間

広
域
不
燃
物
処
理
組
合
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て 

を
議
題
と
い
た

し
ま
す
。 

 

○ 

提
案
理
由
の
説
明 

議
長
（
川
﨑 

千
穂
君
） 

管
理
者
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

管
理
者
（
髙
橋 

透
君
） 

管
理
者
。 

 

議
長
（
川
﨑 

千
穂
君
） 

管
理
者
。 

管
理
者
（
髙
橋 

透
君
） 

た
だ
い
ま
議
題
と
さ
れ
ま
し
た
、
認
定
第
一
号 

令
和
六
年

度
日
南
串
間
広
域
不
燃
物
処
理
組
合
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て
、
提
案

理
由
の
説
明
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

本
認
定
議
案
は
、
令
和
六
年
度
の
一
般
会
計
の
決
算
に
つ
い
て
、
監
査
委
員
の
審
査
を

経
ま
し
た
の
で
、
地
方
自
治
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
議
会
の
認
定
に
付
す
も
の
で
す
。 

決
算
の
概
要
、
事
業
内
容
に
つ
き
ま
し
て
は
、
別
に
提
出
し
て
い
ま
す
令
和
六
年
度
組

合
事
業
及
び
歳
入
歳
出
決
算
説
明
書
に
詳
細
を
記
載
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
歳
入
歳

出
決
算
状
況
を
申
し
上
げ
ま
す
と
、
歳
入
三
億
三
千
三
百
二
十
六
万
五
千
六
百
四
十
五
円

に
対
し
、
歳
出
三
億
四
百
四
十
七
万
三
百
四
十
七
円
で
、
差
し
引
き
二
千
八
百
七
十
九
万

五
千
二
百
九
十
八
円
と
な
り
ま
し
た
。 

ま
た
、
実
質
収
支
額
に
つ
き
ま
し
て
は
、
同
額
の
二
千
八
百
七
十
九
万
五
千
二
百
九
十

八
円
と
な
り
ま
し
た
。 

歳
入
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
と
、
前
年
度
に
比
べ
、
金
額
で
、
二
千
六
百
四
十
五
万

二
千
八
百
五
円
、
率
に
し
ま
す
と
、
七
．
四
％
の
減
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

構
成
市
か
ら
の
分
担
金
及
び
負
担
金
は
、
前
年
度
に
比
べ
、
金
額
で
、
三
百
十
一
万
九

千
円
、
率
に
し
ま
す
と
、
一
．
七
％
の
減
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

繰
入
金
に
つ
き
ま
し
て
は
、
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
施
設
機
器
整
備
の
修
繕
に
係
る
財
源

と
し
て
、
施
設
整
備
積
立
基
金
か
ら
、
二
千
七
百
四
十
一
万
三
千
円
を
繰
り
入
れ
た
と
こ
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ろ
で
す
。 

諸
収
入
に
つ
き
ま
し
て
は
、
前
年
度
に
比
べ
、
金
額
で
、
十
八
万
六
百
十
二
円
、
率
に

し
ま
す
と
、
〇
．
三
％
の
増
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

次
に
、
歳
出
に
つ
き
ま
し
て
は
、
前
年
度
に
比
べ
、
金
額
で
、
二
三
三
万
九
千
三
百
六

十
八
円
、
率
に
し
ま
す
と
、
〇
．
八
％
の
増
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

歳
出
の
主
な
も
の
は
、
一
部
事
務
組
合
管
理
運
営
の
た
め
の
総
務
費
の
他
、
リ
サ
イ
ク

ル
プ
ラ
ザ
の
運
転
・
維
持
管
理
に
伴
う
経
費
の
衛
生
費
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

総
務
費
は
、
前
年
度
に
比
べ
、
金
額
で
、
二
百
十
一
万
二
千
三
百
三
十
九
円
、
率
に
し

ま
す
と
三
．
一
％
の
増
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

衛
生
費
は
、
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
施
設
機
器
整
備
修
繕
や
、
建
物
の
外
壁
改
修
工
事
が

あ
っ
た
も
の
の
、
修
繕
額
全
体
と
し
て
は
減
と
な
り
ま
し
た
が
、
一
方
、
委
託
料
及
び
積

立
金
等
が
増
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
前
年
度
に
比
べ
、
金
額
で
、
四
万
百
八
十
四
円
、

率
に
し
ま
す
と
、
増
減
な
し
と
な
り
ま
し
た
。 

 

以
上
が
、
令
和
六
年
度
の
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
概
要
で
あ
り
ま
す
。 

よ
ろ
し
く
ご
審
議
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

○ 

質 

疑 

議
長
（
川
﨑 

千
穂
君
） 

提
案
理
由
の
説
明
は
、
お
聞
き
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
よ
り
質
疑
に
入
り
ま
す
。 

現
在
ま
で
に
、
質
疑
の
通
告
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
以
上
で
質
疑
を
終
結
い
た
し
ま
す
。 

○ 

討 

論 

議
長
（
川
﨑 

千
穂
君
） 

こ
れ
よ
り
討
論
を
行
い
ま
す
。
討
論
は
、
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

 

○ 

採 

決 

議
長
（
川
﨑 

千
穂
君
） 

な
い
よ
う
で
す
の
で
、
討
論
を
終
結
し
、
こ
れ
よ
り
採
決
い

た
し
ま
す
。 

認
定
第
一
号
に
つ
い
て
、
原
案
の
と
お
り
認
定
す
る
こ
と
に
賛
成
の
議
員
の
挙
手
を
求

め
ま
す
。 

 
 

 

（
賛
成
者
挙
手
） 

議
長
（
川
﨑 

千
穂
君
） 

全
会
一
致
で
あ
り
ま
す
。 

 

よ
っ
て
、
認
定
第
一
号
は
原
案
の
と
お
り
認
定
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 

※
日
程
第
五 

議
案
第
七
号 

議
長
（
川
﨑 

千
穂
君
） 

次
に
、
日
程
第
五 

議
案
第
七
号 

令
和
七
年
度
日
南
串
間

広
域
不
燃
物
処
理
組
合
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 

○ 

提
案
理
由
の
説
明 

議
長
（
川
﨑 

千
穂
君
） 

管
理
者
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

管
理
者
（
髙
橋 

透
君
） 

管
理
者
。 

 

議
長
（
川
﨑 

千
穂
君
） 

管
理
者
。 

管
理
者
（
髙
橋 

透
君
） 

た
だ
い
ま
議
題
と
さ
れ
ま
し
た
議
案
第
七
号 

令
和
七
年
度

日
南
串
間
広
域
不
燃
物
処
理
組
合
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
に
つ
い
て
、
提
案
理

由
の
説
明
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

今
回
の
補
正
は
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
二
千
八
百
七
十
九
万
五
千
円
を
追
加
し
、
総
額

を
三
億
六
百
七
十
七
万
四
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。 

内
容
に
つ
き
ま
し
て
は
、
歳
入
で
前
年
度
繰
越
金
を
二
千
八
百
七
十
九
万
五
千
円
計
上



-15- 
 

し
、
歳
出
で
ご
み
処
理
費
の
二
ト
ン
ダ
ン
プ
の
備
品
購
入
費
及
び
施
設
整
備
積
立
基
金
へ

の
積
立
て
の
追
加
を
計
上
す
る
も
の
で
す 

以
上
で
、
提
案
理
由
の
説
明
を
終
わ
り
ま
す
が
、
よ
ろ
し
く
ご
審
議
く
だ
さ
い
ま
す
よ

う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

○ 

質 

疑 

議
長
（
川
﨑 

千
穂
君
） 
提
案
理
由
の
説
明
は
、
お
聞
き
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
よ
り
質
疑
に
入
り
ま
す
。 

現
在
ま
で
に
、
質
疑
の
通
告
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
以
上
で
質
疑
を
終
結
い
た
し
ま
す
。 

○ 

討 

論 

議
長
（
川
﨑 

千
穂
君
） 

こ
れ
よ
り
討
論
を
行
い
ま
す
。 

討
論
は
、
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

○ 

採 

決 

議
長
（
川
﨑 

千
穂
君
） 

な
い
よ
う
で
す
の
で
、
討
論
を
終
結
し
、
こ
れ
よ
り
採
決
い

た
し
ま
す
。 

議
案
第
七
号
を
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す
る
こ
と
に
賛
成
の
議
員
の
挙
手
を
求
め
ま
す
。 

 
 

 

（
賛
成
者
挙
手
） 

議
長
（
川
﨑 

千
穂
君
） 

全
会
一
致
で
あ
り
ま
す
。 

 

よ
っ
て
、
議
案
第
七
号
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

し
ば
ら
く
休
憩
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
議
案
配
付
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
休
憩 

午
後
二
時
五
十
五
分
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
開
議 

午
後
二
時
五
十
六
分
） 

議
長
（
川
﨑 

千
穂
君
） 

再
開
い
た
し
ま
す
。 

 
 ※

日
程
第
六 

議
案
第
八
号 

 

議
長
（
川
﨑 

千
穂
君
） 

次
に
、
日
程
第
六 

議
案
第
八
号 

日
南
串
間
広
域
不
燃
物

処
理
組
合
公
平
委
員
会
の
委
員
の
選
任
に
つ
い
て 

を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

○ 

提
案
理
由
の
説
明 

議
長
（
川
﨑 

千
穂
君
） 

管
理
者
の
提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

管
理
者
（
髙
橋 

透
君
） 

管
理
者
。 

議
長
（
川
﨑 

千
穂
君
） 

管
理
者
。 

管
理
者
（
髙
橋 

透
君
） 

た
だ
い
ま
議
題
と
さ
れ
ま
し
た
、
議
案
第
八
号 

日
南
串
間

広
域
不
燃
物
処
理
組
合
公
平
委
員
会
の
委
員
の
選
任
に
つ
い
て 

提
案
理
由
の
説
明
を

申
し
上
げ
ま
す
。 

公
平
委
員
会
の
委
員 

立
山 

淳
子
氏
の
任
期
が
、
令
和
七
年
八
月
二
十
六
日
で
満
了

す
る
こ
と
に
伴
い
、
引
き
続
き
同
氏
を
選
任
し
た
い
の
で
、
議
会
の
同
意
を
求
め
る
も
の

で
あ
り
ま
す
。 

立
山
氏
は
、
九
州
大
学
理
学
部
を
ご
卒
業
後
、
平
成
十
四
年
十
一
月
に
司
法
書
士
試
験

に
合
格
さ
れ
、
司
法
書
士
事
務
所
に
勤
務
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。 

ま
た
、
人
格
が
高
潔
な
方
で
あ
り
、
公
平
委
員
と
し
て
大
変
ふ
さ
わ
し
い
方
で
あ
り
ま

す
。 以

上
で
提
案
理
由
の
説
明
を
終
わ
り
ま
す
が
、
何
卒
、
ご
同
意
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
、

よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 
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○ 

質 

疑 
議
長
（
川
﨑 

千
穂
君
） 

提
案
理
由
の
説
明
は
、
お
聞
き
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。
た
だ

い
ま
議
題
と
な
っ
て
お
り
ま
す
人
事
案
件
に
つ
き
ま
し
て
は
、
質
疑
及
び
討
論
を
省
略
し

て
採
決
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
に
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

（
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
川
﨑 

千
穂
君
） 
な
い
よ
う
で
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
よ
り
採
決
い
た
し
ま
す
。 

○ 

採 

決 

議
長
（
川
﨑 

千
穂
君
） 

議
案
第
八
号
に
つ
い
て
、
原
案
の
と
お
り
同
意
す
る
こ
と
に
賛

成
の
議
員
の
挙
手
を
求
め
ま
す
。 

 

（
賛
成
者
挙
手
） 

議
長
（
川
﨑 

千
穂
君
） 

全
会
一
致
で
あ
り
ま
す
。 

よ
っ
て
、
議
案
第
八
号
は
、
原
案
の
と
お
り
同
意
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 

※
日
程
第
七 

一
般
質
問 

議
長
（
川
﨑 

千
穂
君
） 

次
に
、
日
程
第
七 

一
般
質
問
に
入
り
ま
す
。 

 

現
在
ま
で
に
一
般
質
問
の
通
告
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で
、
こ
れ
を
も
っ
て
一
般
質
問
を

終
結
い
た
し
ま
す
。 

 

※
閉 

会 
 

議
長
（
川
﨑 

千
穂
君
） 

以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
本
定
例
会
に
提
出
さ
れ
ま
し
た
全
案

件
の
審
議
を
終
了
い
た
し
ま
し
た
。 

 

こ
れ
を
も
ち
ま
し
て
、
令
和
七
年 

第
三
回
日
南
串
間
広
域
不
燃
物
処
理
組
合
議
会
定

例
会
を
閉
会
い
た
し
ま
す
。 

 

お
疲
れ
様
で
し
た
。 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

＝
閉
会 

午
後
二
時
五
十
九
分
＝ 

   

右
、
会
議
録
調
製
し
署
名
す
る
。 

 

議 
 

長 
 

川
﨑 

千
穂 

署
名
議
員 

 

小
玉 

弘
明 

署
名
議
員 

 

北
川 

浩
一
郎 

 


